
 

 

公立中学校の創設経緯について 

鳥取県における新制中学校に関する研究その１ 
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1．序論 

1947 年の学校教育法の制定により中学校教育が義務化

され、学校施設の整備拡充が進められた。その後、1953

年の｢町村合併促進法｣施行により少規模町村の合併が強

力に進められたことで注１)、各町村における学校施設の見

直し･再編が大きな課題となった。1956 年の｢新市町村建

設促進法｣により、学校統合時の校舎建築費に対する国庫

補助率が 1/3 から 1/2 に引上げられるとともに、｢公立

小･中学校の統合方策についての方針(中央教育審議会)｣

を策定し、その中で学校統合基準注２)が示され、1958 年の

｢義務教育諸学校施設費国庫負担法｣に組込まれた 1）。 

さらに 1960 年代の高度経済成長期以降、地方から大都

市地域への人口移動が加速し、全国的にも人口減少が著

しい中国地方の中山間地域や島嶼地域では、生徒数減少

を主要因とする中学校の統廃合が進行した。さらに 1970

年の｢過疎地域対策緊急措置法｣により、統合校舎建築の

国庫補助率が 2/3 に引き上げられ、過疎地域における学

校統合の動きが加速した。しかし 1973 年には文部省通達

｢公立小･中学校の統合について｣が出され、全国の学校統

廃合は以後減少に転じた。1980 年代前半には第 2 次ベビ

ーブームによる生徒数の回復により、地方圏においても

生徒数の減少傾向は一時期収まるが、その後は再び大幅

な減少に転じ、学校の小規模化が進行した。 

その後、過疎地域の自治体においては行財政基盤の弱

体化により、2000 年以降自治体合併推進施策により都市

自治体と合併し、広域自治体を形成した地域も多く、生

徒数減少･校舎の老朽化・耐震化の要請等に伴う学校再編

や建替え、あるいは廃校施設の維持管理と利活用が主要

課題となっている自治体が多い。過疎地域における地域

コミュニティの維持と活性化を図る上では、子育て世帯

の定住促進のための学校の存続を始め、学校の再編・建

替え、廃校施設の有効活用等の課題を解決してゆくこと

が重要である。 

これらの課題に関連する既往研究には、廃校の発生要

因を分析した研究 2)、統廃合と廃校舎の利活用決定プロセ

スの関連を考察した研究 3) や、廃校のある地域属性の特

徴と再利用に関する研究 4)、廃校の施設利用に関しては公

立小中学校施設の運用状況に関する研究 5)等があるが、 

 

 

 

中学校の創設期の地域状況や学校毎の状況、昭和の市

町村合併によりどのような地域背景で統廃合されたのか

考察した研究はまだない。 

 そこで本論では、鳥取県を対象に 1947 年の新制中学校

創設期の各自治体においての中学校整備の状況を整理し、

1950 年以降の昭和の市町村合併による新制中学校の再編

状況を判別分析により時期区分を行い、分析資料は鳥取

県教育委員会所管学校基本調査(1960-2011)、鳥取県教職

員録(1949－1959) を基本とし、この他に各自治体の史誌、

鳥取県教育史、鳥取県町村合併誌等の文献資料及び自治

体ヒアリング調査結果資料を用いる。 

 

2．鳥取県の公立中学校数の生徒・学校数の推移 (1947-

2011) 

 まず、中国地方 5 県における鳥取県の公立中学校の生

徒数・学校数推移の状況を示す。図 1２）は左図に中国 5県

の中学校数推移を示すとともに、右図に 5 つの時期区分

毎の学校数増減率を表している（注釈へ：1949-1962 年ま

でをⅠ期、1963-1977 年までをⅡ期、1978-1987 年までを

Ⅲ期、1988-2002 年までをⅣ期、2003-2011 年までをⅤ

期）。鳥取県を除く 4 県では、新制中学校創設初期の 1949

年時点において、いずれの県も 200 校以上創設している

のに対し鳥取県は 100 校程度の創設にとどまっている。

さらに時期別の状況を見ると、Ⅰ期（1949-1962）は昭和

の市町村合併により中学校の統廃合が多く行われ、中学

校増減率は山口県以外の 4 県は-20%を越えている。特に

島根県は-30%と大きな値を取っている。鳥取県は島根県

に次ぐ-24.8%の値を示しており、中国 5 県の中では多く

廃校になっていることがわかる。Ⅱ期（1963-1977）にな

ると「公立小・中学校の統廃合について」が出されたこ

とにより、統廃合が減少傾向に転じた。5 県ともⅠ期に比

べ増減率は減少している。しかし、島根県と鳥取県にお

いてはⅡ期でも -20%以上を示している。Ⅲ期（ 1978-

1987）になるとこれまで減少傾向であった増減率が島根

県を除く 4 県で増加に転じている。また鳥取県は 0 とな
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り、Ⅱ期後期から学校数が変化していないことがわかる。

Ⅳ期（1988-2002）はⅢ期とほとんど変化がない値である

が、鳥取県のみ増加しており、学校数が増えている。Ⅴ

期（2003-2011）になると平成の市町村合併が行われてお

り、ここでも中学校の再編が行われていることから増減

率は減少傾向を示している。また鳥取県のみ 0 となって

おり、Ⅳ期後期から学校数に変化は見られない。Ⅰ期か

らⅤ期の合計の増減率を見てみると、島根県が-62.4%、

広島県が-23.9%と大きな差があるが、岡山県・山口県・

鳥取県は約-40%であり、時期毎に差は見られるものの合

計値は似た値を示している。 

 次に鳥取県における状況を詳細に示す。図 2 は 1949-

2011 年の鳥取県の学校数・生徒数・新設校数推移を表し

ている。Ⅰ期（ 1949-1962）は戦後の混乱期（1945-

1947）における出生数の一時的減少を要因とした生徒数

減少と、第 1 次ベビーブームを要因とした大幅な増加に

より生徒数増減が大きな時期となっている。一方中学校

数は生徒数増減に対応し、数は減っているものの新設校

は 1962 年のわずか 1 校のみであり、統廃合による学校規

模拡大が進められたと推測される。Ⅰ期全体としては学

校数の減少率が 5 期の中で最も多いのが特徴で 1947 年の

学制発布(中学校設置義務)による応急的施設での中学校

の開設に始まり、その後の本格的な学校建設と昭和の大

合併を契機とした学校再編が行われたことがうかがえる。

Ⅱ期（1963-1979）は高度経済成長期の都市地域への人口

移動と戦後の大幅な出生率低下により、生徒数が 50 千人

から 22 千人に急減した。廃校数と新設校数が 5 期の中で

最も多く、統廃合と同時に新しく学校建設を行ったと推

測することができる。Ⅲ期（1980-1987）は 6 校が新設さ

れているが学校総数はほとんど増加していない。Ⅳ期

（1988-2002）は再び生徒数が減少に転じるものの、学校

数は 1 校増えている。Ⅴ期はⅣ期から学校数が変化して

おらず、市町村合併の影響をあまり受けていないのでは

ないかと推測できる。全体で見てみると、鳥取県ではⅡ

期までに中学校の再編がほぼ完了したのではないかと推

測できる。 

 

3.公立中学校の創設経緯 

3.1 自治体数と人口・面積 

図 3３）は 1889年（明治 22年）に市制・町村制が施行され

た時の鳥取県の市町村区分である。当時は 1 市 4 町 233

村の計 238 市町村であったが、戦後の 1947 年になると図

4 のように 2 市 22 町 146 村の計 170 市町村になっている。

市町村数は減少しているものの 50 年以上経過しているに

もかかわらず、市町村の区分線はほとんど変化がない。

また太線は昭和の市町村合併後の 1963 年の市町村区分を

示している。この市町村区分線を見てみると昭和の市町

村合併も明治の市町村合併を基準として行われたものだ 

図 1 中国地方の(A)中学校数推移(B)各期中学校数増減率 

図 2 鳥取県の中学校の統合・新設数の推移 

図 3 明治の町村合併後の自治体区分（1889） 

 

図 4 鳥取県の行政区域(1947) 
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と推測される。 

3.2 中学校の創設（1947-1949） 

新制中学校制度の実施のために鳥取県では「新学制実

施準備協議会」が組織され、県内に設置される中学校の

基本的な方向が検討された。その内容として、組合立を

原則として、12 学級 600 人を基準とする方針を定めてい

る。ただし、中学校の設置・管理義務は各市町村の管轄

であり、国の指針と市町村の実状を踏まえ県内に 97 校の

中学校が設立された。表 1 は創設期の自治体別学校数を

示したものである。97 校中単独校は 52 校であり、53.6%

と全体の約半分を占めている。1 自治体に 4 校設立してい

る自治体は米子市のみで他の単独校は 1 自治体に 1 校設

立する形になっている。また、単独校+組合立の複数校を

設立している自治体は智頭町と倉吉町の 2 町である。組

合立については 2 自治体で組合立を設立した中学校が 14

校、3 自治体のところが 13 校、４自治体のところが 11 校、

5 自治体のところが 2 校となっており、鳥取県の大半の自

治体は単独で中学校設立することが困難であったと推測

出来る。 

また、図 5 は新制中学校設立時の中学校分布図になっ

ており、組合立を作っている自治体を太線と網掛けで表

している。組合立中学校を作っている自治体は比較的面

積が小さいという特徴があることがわかる。中には面積

が大きい自治体もあるが、町立と組合立の複数校中学校

を設立している。 

 

3.3 創設期の学校数と生徒数 

図 6 は創設期の中学校の生徒数規模をより詳細に分類し

たものであり、図 7 は各自治体の生徒数規模を色分けし

たものである。鳥取県は全体として見てみると、101-200

人規模の中学校が最も多く、次いで 201-300 人となって

いる。鳥取県の方針である 600 人を満たしている中学校

は 1950 年時点で 101 校中 21 校の 20.8%にとどまり、当初

の方針通りには進んでいないことから、戦後間もない時

期の新制中学校の創設に課題を残していた事が考えられ

る。また、単独校について見てみると、生徒数規模 101-

200 人の中学校が 24 校、201-300 人規模が 14 校と単独で

開校できたものの生徒数は小規模であるところが多く、

平均生徒数は 317 人である。市町部では 600 人以上の生

徒数規模の中学校もあるが、郡部ではほとんどが 300 人

以下である。組合立を作らず単独で中学校を設立してい

る自治体の特徴として、自治体の面積が大きく、通学距

離の問題があるため生徒数が少なくても組合立を作らず、

単独校を設立したということが挙げられる。 

それに対して組合立中学校は、生徒数規模が 101-200 人

の中学校が 2 校のみで 201-300 人の中学校も 6 校のみで

ある。組合立中学校は 301-600 人規模の中学校が多く、

単独校とは対照的な状況を示しており、平均生徒数は 487 

 

 

表 1 創設期の自治体別学校数 

 

図 5 中学校分布（1947） 

 

図 6 生徒数別学校数 

 

図 7 生徒数規模分布図（1947） 
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人となっている。一部生徒数規模 300 人以下の中学校が

あるものの、生徒数規模は 300 人から 1000 人の中学校が

多く、鳥取県の方針である 12 学級 600 人を満たすように

組合立が作られたと推測することができる。 

鳥取県では小規模自治体が多く、生徒数確保の点で自

治体単位での中学校創設が困難であった事が考えられ、

組合立による中学校を創設する事で学校の適正規模を確

保していた事が考えられる。 

 

4．まとめ 

 本報で得られた知見は以下の通りである。 

１） 鳥取県では、Ⅱ期（1963-1979）以降中学校本校の数

がほとんど変化していないことから、昭和の市町村

合併による統廃合で中学校の再編がほぼ完了してい

る。  

２） 昭和の市町村区分は明治に行われた市町村合併の区

分線を基準としており、その後の昭和の市町村合併

でも明治の市町村区分線を基準とした合併が行われ

た。  

３） 新制中学校設立の際、鳥取県では原則組合立で 12 学

級 600 人規模の中学校を設立する方針であったが、

通学距離の問題で生徒数規模が少なくても組合立を

作らず単独校を設立するなど開校に際して多くの課

題を抱えていた。 

４） 単独校で鳥取県の方針を満たしている中学校は主に

市町部であり、郡部の中学校は小規模校である。こ

れに対し組合立中学校は方針の規模に近い生徒数で

設立されている。 

 

注釈 

１） 義務教育諸学校施設費国庫負担法とは、公立の義務教育諸学校

等の施設の整備を促進するため、公立の義務教育諸学校の建物

の建築に要する経費について国がその一部を負担することを定

めるとともに、文部科学大臣による施設整備基本方針の策定及

び地方公共団体に 

２） よる施設整備計画に基づく事業に充てるための交付金 

の交付等について定め、もつて義務教育諸学校等における教育

の円滑な実施を確保することを目的としたものである。 

３） 図１の学校推移数、学校数増減率は中学校分校は含まれておら

ず、中学校本校のみの数字である。 

４） 図 3 はパラパラ地図 

http://tamotchi.skr.jp/geo/hensen31/index.html の図を使用し 

 

 

 

 

 

 

ている。今後明治 1889年の自治体区分図を作成する必要がある。 
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